
議案第８号

　令和５年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ　２４０千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　３６６,３０２千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第２条　地方債の補正は、「第２表　地方債補正」による。

令和　５年１２月１４日提出

木古内町長　鈴  木　慎  也

令和５年度木古内町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

(地方債の補正）

（下水道 1）



 歳　　入

 4 繰 入 金  118,190 60 118,250

    1 繰 入 金 118,190 60 118,250

 7 町 債  113,600 △300 113,300

    1 町 債 113,600 △300 113,300

366,542 △240 366,302歳　　　入　　　合　　　計

第　１　表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

(下水道 2）



 歳　　出

 1 総 務 費  60,332 △240 60,092

    1 総 務 管 理 費 60,332 △240 60,092

366,542 △240 366,302歳　　　出　　　合　　　計

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

(下水道 3)



（単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 限 度 額 起債の方法 利 率

下 水 道 事 業 債 113,600
年 5.0％
以　　内

113,300
年 5.0％
以　　内

計 113,600 113,300

第　２　表　　　地　　方　　債　　補　　正

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金 に つ い
て、利率の
見 直 し を
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

証 書 借 入
又 は
証 券 発 行

　政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他については当該
借入先と協定する
ものとする。
  ただし、町財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し、もしく
は繰上償還又は低
利債に借換えする
ことができる。

証 書 借 入
又 は
証 券 発 行

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金 に つ い
て、利率の
見 直 し を
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

償還の方法

（下水道  4)



 （歳　入）

 4 繰 入 金 118,190 60 118,250

 7 町 債 113,600 △300 113,300

366,542 △240 366,302歳　入　合　計

令和５年度　木古内町下水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

（下水道 5)



 （歳　出）

 1 総 務 費 60,332 △240 60,092 △300 60

366,542 △240 366,302 △300 60

その他
一般財源

歳　出　合　計

（単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源

国道支出金 地方債

(下水道 6)



２　歳　入

4  款  繰入金    1  項  繰入金 （単位：千円）

1

1

7  款  町債    1  項  町債 （単位：千円）

1

1

節
説　　　　　　　　　　明

区分 金額

下水道事業債 △300 公共下水道事業債

目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

下 水 道 事 業 債 113,600 △300 113,300

節
説　　　　　　　　　　明

区分 金額

一般会計繰入金 60 一般会計繰入金

目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

他 会 計 繰 入 金 118,190 60 118,250

(下水道 7)



３　歳　　出

1  款  総務費    1  項  総務管理費 （単位：千円）

国道支出金 地方債 その他

1 10,932 △300 60

2 給料

3 期末手当 26

勤勉手当 26

4 共済組合負担金 34

退職手当組合負担金 △340

共済費 △306

給料 14

職員手当等 52

節
説　　　　　　　　　　明

区分 金額

目 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

一 般 管 理 費 11,172 △240

(下水道 8)



（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

2.200

区　　　分

支給期別支給率

6月 12月

（月分） （月分）

支給率計

（月分）

2.300 4.500

補正前

国の制度

1.150 1.150 2.300

　(３)　　給料及び職員手当の状況

人事院勧告給与改定等
による

2.200 2.200 4.400

職務上の段階、職務の
級 等 に よ る 加 算 措 置

備　　　考

補正後
1.150

2.200

1.200

2.300

2.350

4.500
有

人事院勧告給与改定等
による

給与表引き上げによる

給　与　費　明　細　書　補　正

1

1

職 員 手 当

（千円）

給 料

0

0

備 考
合 計共 済 費

計

給 与 費

4,412 7,620

（千円） （千円）

3,208

（千円）

2,216

（千円）

0

0

0

0

（千円）

132

（千円） （千円）

9,530

比 較

（千円） （千円）

0

（千円）

0

132

1,910

3,208

職員手当の

内　　　訳

26

1,086

0

320

0

0

0 320

児 童 手 当住 居 手 当
時 間 外
勤 務 手 当

管 理 職 員
特別勤務手当

026

日 直 手 当

（千円）

0

計

0

0

113

0

0

区 分

240

9,770

52 △ △66 306

0

管 理職手当寒冷地手当勤 勉 手 当

（千円） （千円）（千円）

期 末 手 当

（千円）

9311,112

補 正 前

7,554

905

（人）

比 較

補 正 前

補 正 後

報 酬

比 較

14

区 分
扶 養 手 当

600

00

勤末手当支給率引き上
げ等による

　２.　一　　般　　職　

　（１）　総　　　括

600

4,398

（千円）

3,156

補 正 後

通 勤 手 当

（千円）

113

区 分
職 員 数

補 正 後

52

3,156

0

0

備 考

給 与 改定 に伴 う増 減分

補 正 前

　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区 分

14給 料 14

増 減 額
（ 千 円 ）

増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ） 説 明

昇 給 に 伴 う 増 加 分

給与改定に伴う増減分 52

そ の 他 の 増 減 分

職 員 手 当 52

そ の 他 の 増 減 分

有

　オ　　期末手当、勤勉手当

1.150 1.200 2.350
有

(下水道 9)


